
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

１ 学校教育目標 
 ○ 学習の基礎・基本を確実に身に付け、生涯にわたり学び続ける強い意志をもつ人間を育てる。 

   ○ 明確な職業観をもち、創造的実践力を発揮し、勤勉な努力をする人間を育てる。 
   ○ 日本の文化や伝統を尊重するとともに、国際的な視野をもち、社会に貢献する意欲をもつ人間を 
      育てる。 
 

２ 目指す学校像 

○ 個性を伸ばす学校 
個に応じた学習をとおして、目標に向かってねばり強く取り組む姿勢をはぐくみ、生徒一人一人 

     の個性を伸ばします。 

   ○  夢へのチャレンジを応援する学校 
将来の夢や進路の実現のために、知識・技能の習得や資格取得へのチャレンジを応援し、未来を 

     拓いていく力を育てます。 

   ○  豊かな人間性をはぐくむ学校 

特別活動や部活動などへの積極的な取り組みをとおして、仲間と共に喜びや苦しみを分かち合う 

     ことにより、自らを輝かせる力、豊かな人間性をはぐくみます。 

   ○  まち、ひと・・・つながりを大切にする学校 
ボランティア活動への積極的な取り組みや、地域文化の理解と体験をとおして、「まち」とのつ 

ながり、「ひと」とのつながりを大切にする人間を育てます。 
 

３ 募集する生徒像 
本校の教育目標を理解し、意欲的に高校生活を送ろうとする意思をもち、次の(1)から(3)までのい 

  ずれかに該当する生徒 
   (1) 進路の実現に向けて、勉学に励む生徒 
   (2) 特別活動や部活動などに意欲的に取り組む生徒 
   (3) ボランティア活動や地域の行事などの活動に積極的に関わる生徒 
 

４ 特色選抜の定員の割合 
  普通科 ３０％程度 
 

５ 特色選抜に出願するための資格要件 
基本的な生活習慣と、本校での学習に対応できる基礎学力が身に付いていることに加え、本校の特性

を十分理解した上で、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者 
(1) 本校２年次からのコース（類型）別学習について、強い興味・関心をもち、進路の実現に向け  
て勉学に励む者 

(2) 生徒会活動、運動部活動、文化部活動などにおいて顕著な実績または優れた能力を有する者や、 
中学校で熱心に生徒会活動や部活動などに取り組んだ者で、本校入学後もそれらの活動を継続して 
いく意志をもつ者 

(3) ボランティア活動・地域の行事・伝統芸能伝承などの活動に継続的に参加し、本校入学後もその 
活動を継続していく意志をもつ者 

所在地
 〒321-4216 栃木県芳賀郡益子町塙2382-1 
           TEL 0285-72-5525  FAX 0285-72-7925 

学 科 普通科 

ＵＲＬ https://www.tochigi-edu.ed.jp/mashikohosei/nc3/ 

栃木県立益子芳星高等学校 



 
 

６ 特色選抜の方法 

選抜方法 内   容 

面 接 個人面接 時間１０分程度 

作 文 時間３０分 字数４００字程度 

 

７ その他、特色選抜における特記事項 
   なし 
 

８ 特色選抜における選抜の手順等 
【資料の取扱い】 

    １ 志願理由書は、調査書とともに資格要件の確認及び面接時の参考資料に用いる。 
    ２ 調査書は、「各教科の学習の記録」（第１学年～第３学年）の評定（選択教科を除く）を合計 

する。（１３５点満点） 
３ 調査書の「特別活動の記録」「行動の記録」は、段階評価を行う。 
４ 調査書の点数化されない部分及び面接の結果から、部活動、特別活動、資格取得などの実績 
について段階評価を行う。      

５ 面接及び作文は、段階評価を行う。 
  

【選抜の手順】 
     次の各段階に該当する受検者について順に、調査書の点数化されない部分の内容を考慮して総合 
     的に選抜する。 

第１次審議  
【資料の取扱い】の２で点数化した部分の合計点数の順位が、特色選抜の募集定員の８０％以 

内にある者（ただし、定員に満たない場合は受検者の８０％以内にある者）で、【資料の取扱い】
３から５の評価が適正があると認められた者を合格内定とする。  
 

第２次審議  
第１次審議において合格内定となった者を除いた受検者のうち、【資料の取扱い】の２で点数

化した部分の合計点数の順位が、特色選抜の募集定員の１００％以内にある者（ただし、定員に 
満たない場合は全ての受検者）で、【資料の取扱い】の４の評価が優秀または良好で、３と５の
評価が適正があると認められた者を合格内定とする。 
 

第３次審議  
第１・２次審議において合格内定となった者を除いた全ての受検者について、全ての検査結果

を総合的に判断して、合格内定者を選抜する。 
  


